
＜保護者の皆様へのお願いです＞　　　　　 

１　確認事項について 

・携帯電話、ゲーム機器類は持たせないでください。（スマ－トフォン、携帯電

話は特別に学校から許されている場合があっても、子ども教室内で使用する

ことはできません） 

 

　 ・放課後子ども開催中に、クロ－ムブックを使用することはできません。　 

 

・児童の様子によっては、保護者の付き添いやお迎えをお願いすることがあり

ます。 

 

・下校の際、１年生は可能な限りお迎えをお願いします（学童保育所利用児童

は除く）。児童玄関での解散となりますので、保護者の方々は、児童玄関でお

待ち願います。 

 

・１～２学年の児童が無連絡で欠席した場合には、居場所の確認のため、学童 

保育施設、または第１連絡先まで、電話連絡させていただくことがあります。 

電話に出られない場合のために、可能な限り留守番電話の事前設定をお願いいた 

します。 

 

・ケガ等の不測の事態に備えて、児童等傷害賠償責任保険に加入しています。 

治療、通院および入院費用は保険適用の範囲内で対応します。 

 

 

２　緊急時等の連絡について 

ケガや発熱等による個別連絡のほか、緊急的に教室を中止する必要がある場

合には、電話でお知らせします。ただし、インフルエンザ等で学校閉鎖となっ

た場合や、大雪等により臨時休校となった場合には連絡いたしません（土日祝

祭日および学校が休校の日は、放課後子ども教室はありません）。 

 

 

 

 



＜約束事について～お子様と一緒にご確認ください＞ 

・教室内では、指導員の指示に必ず従いましょう。 

 

・終わるときは集合をかけますので、指示に従い、最初と同じように集まって 

ください。 

 

・放課後子ども教室は体育館での活動となるので、途中で体育館の外には出ら

れません。トイレや水飲み、教室に忘れ物を取りに行くなど外に出る用事が

あるときは、近くの指導員に必ず声をかけてください。 

 

・体育館の器具室に入ったり、原則ステージに上がることはできません。 

 

・体育館の中には、１年生から６年生まで大勢の児童がいます。お互い周りに

気を配り、譲り合い、ケガをしないようにみんなで楽しく、仲良く過ごしま

しょう。 

 

 

＜欠席等の連絡について＞ 

放課後子ども教室を欠席・早退・遅参する場合は、必ず事前に教育委員会生涯学

習課までご連絡ください（学校ではありません）。なお、病気等で学校を欠席する

場合にも、必ず別途ご連絡ください。 

連絡は、放課後子ども教室開催日の午後１時までに、メ－ルまたは FAX、電話に

てお願いします。なお、児童が登校している場合は、児童が体育館にいる指導員へ

直接欠席または早退を申し出ていただいても大丈夫です（児童が欠席を申し出る場

合には、保護者の方が必ず把握していてください）。 

 

〇メ－ルによる欠席連絡 

　　　　　　　表　題　　放課後子ども教室欠席連絡 

　　　　　　　送信文　　学校名、学年、児童氏名 

　　　　　　　送信先　　shougaigakusyu@town.otofuke.hokkaido.jp 

〇電話・ＦＡＸによる欠席連絡 

 　　　　　　　音更町教育委員会　生涯学習課　青少年係 

　（電話）４２－２１１１（内線 775）  

　　　　　　　（FAX） ４２－５８５５（青少年係直通）

 


